
 

■ 区域指定案 

 

・ 区   域   世田谷区若林三丁目、四丁目、五丁目、世田谷三丁目(一部)、

四丁目(一部)、梅丘二丁目、三丁目、豪徳寺二丁目(一部)の

各地内の区域 

 

・ 指定理由 本区域は、東京都震災対策条例第１３条第２項第２号に規定する整

備地域に該当するものである。 

区域内は、老朽木造住宅が密集しており、狭あい道路が多く、火災による延焼

の危険性が高い。そこで、建替え等に合わせて建築物の不燃化を促進し、より

災害に強い街づくりを実現するため、東京都建築安全条例第７条の３第１項に

規定する区域（新たな防火規制区域）として指定する。 

 

 

 

 

・位置図及び区域図   別紙 



位　置　図 別紙
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今回東京都建築安全条例第7条の3第1項に規定する区域の指定を検討した区域

東京都震災対策条例第13条第2項第2号に規定する整備地域
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●区域指定の検討案 

区域及び指定理由 

区 域 指定理由 

世田谷区 

 若林三～五丁目、 

 世田谷三丁目（一部）、四丁目（一部）、

 梅丘二～三丁目、 

 豪徳寺二丁目（一部）の各地内の区域 

東京都震災対策条例第１３条第２項

第２号に規定する整備地域に該当 

区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デスクトップの表示.scf  
 

 

①の範囲 道路の中心線 特別区道２１－Ｃ３０５ 

②の範囲 道路の中心線 特別区道２１－Ｃ２８０ 

③の範囲 道路の中心線 特別区道２１－Ｂ００４ 

④の範囲 道路の中心線 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第１５４号線 

 

凡例 
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